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  大正大学エンロールメント・マネジメント研究所 紀要
『エンロールメント・マネジメントとIR』巻頭言

大正大学  学長 　髙橋  秀裕

　本学エンロールメント・マネジメント研究所では、この度、研究紀要『エンロールメント・マネ

ジメントとIR』第2集を発刊する運びとなりました。発刊に寄せ、ご挨拶を申し上げます。

　1926 年に開学した本学は、95年の歴史の中で、4つの研究所を有するに至っています。まず、

1957年に綜合仏教研究所を開設し、それから6年後の1963 年にはカウンセリング研究所を開設

いたしました。その後、約半世紀の時間を経て、2014 年に地域構想研究所を開設、そして、そ

の3年後、2017年10月1日に、本学では4 番目の研究所として、エンロールメント・マネジメン

ト研究所（以下、EMIR研）を開設いたしました。

　EMIR研開設の目的は、本学の「TSR（Taisho University Social Responsibility)」の理念

に基づき、学生の入学前から卒業後までの一貫した情報を収集・分析・提供し、教育・研究・社

会貢献等について企画・立案・支援を行うことです。近年、高等教育を取り巻く環境は大きな変

革期にあり、大学マネジメントにも高度化が求められるようになっています。その中でも、IRは、

大学の収入の大きな柱である私立大学等経常費補助金に対して少なからぬ影響を与える役割にな

りつつありますし、特に、「私立大学等改革総合支援事業」では、タイプ１「『Society5.0』の実

現等に向けた特色ある教育の展開」の採択基準全体の約 4分1を占めるまで、IR 組織の整備の

状況やIRデータの活用が問われるようになっています。

　我が国で 2004 年度から始まった「大学機関別認証評価」は、7年を1サイクルとして、認証

評価機関による全大学の外部評価を実施するものですが、現在は、その第 3サイクルを迎えて

います。このサイクルの最も大きなテーマは、「内部質保証システムの有効性」にあります。内部

質保証の要諦は、「学修成果の可視化」にあります。「AP（アドミッション・ポリシー）」、「CP（カリキュ

ラム・ポリシー）」、「DP（ディプロマ・ポリシ－）」の3つのポリシーに対応した教育課程で学修し

た学生が、特に、「DP（ディプロマ・ポリシ－＝学位授与方針）」に整合する資質・能力を身につ

けているのかを検証するシステムが構築されており、それが全学的な教学マネジメントのもとに、

PDCAサイクルとして機能しているのか、内部質保証システムは、このことに他なりません。PDCA

サイクルの「C（チェック）」の起点は、「学修成果の可視化」なのです。

　本学は、本年度、3回目の大学機関別認証評価を無事終えることが出来ましたが、今回の受

審の過程では、「書面評価」においても、オンラインで実施された「実地評価」においても、自

己点検・評価書に記載した表現の隅々にまで、エビデンスとなるデータを求められたことが、強く

印象として残っています。本学の評価担当部署である総合政策部とIR担当部署との間には、デー

タ・リクエストとデータ提供のやり取りが何度となく繰り返されましたが、認証評価受審のために
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データを集める対応ではこれは不可能であり、普段からのデータの収集、蓄積、分析、共有が、

いかに大切だったのかが理解される過程でもありました。

　2013 年 11月IR 準備室の設置に始まった本学IR 組織の整備は、2015 年 4月IR・EM セン

ターの設置により大きな節目を迎えました。2017年10月には、さらに、EMIR研を開設しました。

EMIR 研には、普段のIR 活動で得られた実践知や経験値から形式知を紡ぎ、本学のみならず、

日本の高等教育全体のIRの発展に寄与することが求められています。

　本学では、IRのさらなる実質化と、教学IRのさらなる発展をめざし、本年度に「教学IR 推

進部会」を設置しました（図1）。これは、学長が部会長、副学長が副部会長になり、加えて、

本学のもう1名の副学長、学長補佐の代表、学部長の代表、EMIR 研所長等を招集する、文字通り、

本学でのIRを強力に推進するための会議体です。この設置に伴い、本学の2つのIR 組織（IR・

EM センターとEMIR 研）を改組し、EMIR 研のもとに統合を図りました。これまで、学校法人大

正大学質保証推進室のもとにあったIR・EM センターを、大正大学 EMIR 研のもとに統合すること

で、一層のシナジーを生み出すことを期待しています。

　紀要『エンロールメント・マネジメントとIR』第２集では、特集「IRと組織文化の相互作用」

をテーマに、国内外から気鋭の専門家のみなさまからの5本の御高論を含め、9本の論文を掲

載しています。本誌が、IRを含め、我が国の大学マネジメントに日 ご々尽力なさっているみなさ

まの一助となることを願ってやみません。

　　　　　

　

　　

図1　大正大学　教学IR推進部会

大正大学　教学 IR 推進部会

拡大教学 IR 推進部会

事務担当：総合政策部企画担当

副学長 （副部会長）
学長 （部会長）

副学長

EMIR 研  所長学長補佐代表 （学長補佐）

総合政策部長学部長代表 （学部長）

事務 ［評価担当］ （総合政策部企画）IR・EMセンター ［分析担当］

オブザーバー（IR・EMセンター［データ担当］）

アドバイザー教員（学長補佐・学部長・研究科長級）※必要に応じて部会長が招集

アドバイザー職員（部長・課長級）※必要に応じて部会長が招集

各学部長 各事務部IR担当

調査 ・ 分析等検討分科会

データ ・ サミット分科会
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・ DACe ポートフォリオ IR

・ 学修成果可視化 IR

・ 就職 IR

学科長等連絡分科会

・ TSR マネジメント

・ CACL

※ 分科会は予定
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「IRと組織文化の相互作用」

　IRの実践に当たり、大学という組織の文化的特徴の理解が重要であるという指摘は、か

ねてから行われてきた。大学が有する長い歴史の中で IRという概念は後発のものであるか

ら、IRが埋め込まれようとしている組織の底流をなす文化に対する理解が欠かせないとい

う指摘は、おそらく正しいのであろう。

　ここで考えてみたいのが、データに基づいて大学そのものを理解しようとする IRの機能

と、その大学における組織文化との関係である。IRが生み出す知見は、その大学の組織文

化に変化をもたらしうるものであると同時に、IRの目的・責任・権限は、その大学の組織

文化に規定されうるものでもあるのではないか。

　例えば大学という組織の規範に正統性を与える「神話」の実態がデータによって暴露され

る可能性もあれば、「神話」に裏付けられた組織的規範が IRのあり方を強力に誘導するとい

う可能性もある。

　つまりIRと大学の組織文化は相互に影響を及ぼし合っているのであり、その相互的な影響

力の強弱が、IRのあり方や組織文化を規定しているのではないか。IRの実践に当たり留意す

る必要があるのは、大学の組織文化との静的な関係ではなく、動的な関係なのかもしれない。

　こうした視点を持ち出したのは、それが、日本の大学における IRが直面している課題を

言語化するのに役立つのではないか、との見立てによる。

　日本の大学における IRは、その普及の傾向について言えば、大学内の求めに応じて自発

的に形成されてきたというよりもむしろ、文部科学省の補助金行政による誘導を受けて広

まってきたという面がある。IRのあり方を如何に実質化させるかが課題であるという、大

学幹部の声も漏れ伝わってくることもある。それはともかく、IR の普及の過程で、「教学

IR」、「経営 IR」などという、IRの対象を特定領域に固定するような言葉が生み出され、再

生産されている。これらの現象は、日本の大学における IRのあり方が組織文化により誘導

されているという仮説を想起させる。他方、IRの実践は曲がりなりにも始まっており、「デー

タドリブンな意思決定」などという言葉が聞かれるようにもなっているが、この現象は、「デー

タに基づかない意思決定」の常態化を許していたこれまでの組織文化の限界を指摘している

とも言えるかもしれない。

　『エンロールメント・マネジメントと IR』第 2集では、以上のような問題意識に基づいて、

「IRと組織文化の相互作用」という特集を設定した。

特集




